
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
職
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

告

示

○
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償

及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

三

○
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の

金
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

四

規

則

福
島
県
職
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の

職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
児
童
福
祉

法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
一
号

福
島
県
職
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
職
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
傍
線
を
付
し

た
部
分
を
、
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
二
十
八
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
書

第
二
十
八
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
書

に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
の
書
類
に
第
二
号
の
戸
籍
謄
本
が
含
ま

れ
る
場
合
に
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

は
添
付
を
要
し
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

請
求
者
の
戸
籍
謄
本
（
死
亡
し
た
恩

二

請
求
者
の
戸
籍
謄
本
（
死
亡
し
た
恩

給
権
者
の
死
亡
当
時
の
請
求
者
の
身
分

給
権
者
の
死
亡
当
時
の
請
求
者
の
身
分

関
係
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
）
又
は
不

関
係
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
）
（
前
号

動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省

の
規
定
に
よ
り
添
付
し
た
戸
籍
謄
本
と

令
第
十
八
号
）
第
二
百
四
十
七
条
第
五

重
複
す
る
場
合
を
除
く
。
）

項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一

覧
図
の
写
し

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

福
島
県
規
則
第
二
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四

十
三
年
福
島
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

を
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正

前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」

と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も

の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和４年１月11日 火曜日 福 島 県 報 号外第１号1



令和４年１月11日 火曜日 福 島 県 報 号外第１号 2

（
災
害
の
報
告
）

（
災
害
の
報
告
）

第
二
条

実
施
機
関
は
、
条
例
第
三
条
第
一

第
二
条

実
施
機
関
は
、
条
例
第
三
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
公
務
又
は
通

号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
公
務
又
は
通

勤
に
よ
り
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
災
害
が

勤
に
よ
り
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
災
害
が

発
生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
指
定
す
る
者

発
生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
指
定
す
る
者

公
務

公
務

に

災
害
発
生
報
告
書
（
第
一
号
様
式
）

に

災
害
発
生
報
告
書
（
第
一
号
様
式
）

通
勤

通
勤

に
よ
り
速
や
か
に
報
告
さ
せ
な
け
れ
ば
な

に
よ
り
速
や
か
に
報
告
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か

ら
な
い
。

か
つ
た
職
員
又
は
死
亡
し
た
職
員
の
遺
族

（
以
下
「
被
災
職
員
等
」
と
い
う
。
）
か

ら
そ
の
災
害
が
公
務
又
は
通
勤
に
よ
り
生

じ
た
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
も
、
同
様

と
す
る
。

（
認
定
の
通
知
）

（
認
定
の
通
知
）

第
三
条

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

第
三
条

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害

る
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害

公
務

公
務

の
認
定
の
通
知
は
、

災
害
補
償
通
知

の
認
定
の
通
知
は
、

災
害
補
償
通
知

通
勤

通
勤

書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
。

書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
。

２

実
施
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
報

（
新
設
）

告
に
係
る
災
害
が
公
務
に
よ
り
生
じ
た
も

の
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
も
の
の
い
ず

れ
で
も
な
い
と
認
定
し
た
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、

被
災
職
員
等
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

実
施
機
関
の
長
の
職
氏
名

二

被
災
職
員
の
氏
名

三

傷
病
名

四

災
害
発
生
日

五

公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災

害
で
な
い
と
認
定
し
た
理
由

（
通
勤
に
よ
る
災
害
に
係
る
療
養
補
償
に

（
通
勤
に
よ
る
災
害
に
係
る
療
養
補
償
に

要
す
る
費
用
の
一
部
負
担
金
）

要
す
る
費
用
の
一
部
負
担
金
）

第
二
十
四
条
の
二
（
略
）

第
二
十
四
条
の
二
（
略
）

（
審
査
の
申
立
て
の
教
示
）

第
二
十
五
条

実
施
機
関
は
、
条
例
又
は
本

（
新
設
）

規
則
に
基
づ
く
補
償
に
関
す
る
通
知
を
す

る
と
き
は
、
第
二
十
二
条
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
審
査
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
旨
を
教
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
機
関
の
助
力
等
）

（
実
施
機
関
の
助
力
等
）

第
二
十
六
条
（
略
）

第
二
十
五
条
（
略
）

（
記
録
簿
）

（
記
録
簿
）

第
二
十
七
条
（
略
）

第
二
十
六
条
（
略
）

（
書
類
の
保
存
）

（
書
類
の
保
存
）

第
二
十
八
条
（
略
）

第
二
十
七
条
（
略
）

（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
の
前
日
ま
で

（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
補

の
間
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
補

償
等
の
特
例
）

償
等
の
特
例
）

第
二
十
九
条
（
略
）

第
二
十
八
条
（
略
）

第

20号様
式

（第

27条関
係

）

第

20号様
式

（第

26条関
係

）

災
害
補
償
記
録
簿

災
害
補
償
記
録
簿

（表

）

（略

）

（表

）

（略

）

（略

）

（略

）

第

21号様
式

（第

27条関
係

）

第

21号様
式

（第

26条関
係

）

（略

）

福
祉
事
業
記
録
簿

（略

）

（略

）

福
祉
事
業
記
録
簿

（略

）

（略

）

（略

）

福
祉
事
業
記
録
簿

（裏

）

福
祉
施
設
記
録
簿

（裏

）

（略

）

（略

）

第

22号
様
式

（第

27条
関
係

）

第

22号様
式

（第

26条関
係

）

傷
病
補
償
年
金
記
録
簿

傷
病
補
償
年
金
記
録
簿

（表

）

（略

）

（表

）

（略

）

（略

）

（略

）

第

22号様
式
の

（第

27条関
係

）

第

22号様
式
の
２

（第

26条
関
係

）

２

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



令和４年１月11日 火曜日 福 島 県 報 号外第１号3
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障
害
補
償
年
金
記
録
簿

障
害
補
償
年
金
記
録
簿

（表

）

（略

）

（表

）

（略

）

（略

）

（略

）

第

23号様
式

（第

27条関
係

）

第

23号様
式

（第

26条関
係

）

遺
族
補
償
年
金
記
録
簿

遺
族
補
償
年
金
記
録
簿

（表

）

（表

）

（略
）

（略

）

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

福
島
県
規
則
第
三
号

福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
の
二
を
第
一
条
の
二
の
三
と
す
る
。

第
一
条
の
二
に
見
出
し
と
し
て
「
（
児
童
福
祉
司
の
数
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
各
児
童
相

談
所
に
つ
き
」
を
削
り
、
「
第
一
号
に
掲
げ
る
数
と
第
二
号
に
掲
げ
る
数
と
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ

る
業
務
を
行
う
児
童
福
祉
司
の
数
と
し
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
数
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
以
外
の
業
務

ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
数
を
合
計
し
た
数

ア

各
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
に
お
け
る
人
口
（
公
表
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

る
も
の
と
す
る
。
イ
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
三
万
で
除
し
て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一
に
満
た

な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
に
切
り
上
げ
る
。
）
を
合
計
し
た
数

イ

各
児
童
相
談
所
に
つ
き
、
⑴
に
掲
げ
る
件
数
か
ら
⑵
に
掲
げ
る
件
数
を
控
除
し
て
得
た
件
数

（
そ
の
件
数
が
零
を
下
回
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。
）
を
四
十
で
除
し
て
得
た
数
（
そ
の
数
に

一
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
に
切
り
上
げ
る
。
）
を
合
計
し
た
数

⑴

当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
お
い
て
当
該
児
童
相
談
所
が
児
童
虐
待
（
児
童
虐
待
の
防
止
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
を
い
う
。

⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
相
談
に
応
じ
た
件
数

⑵

当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
お
い
て
全
国
の
児
童
相
談
所
が
応
じ
た
児
童
虐
待
に
係
る
相
談

の
全
国
の
人
口
一
人
当
た
り
の
件
数
と
し
て
規
則
第
五
条
の
二
の
二
で
定
め
る
数
に
当
該
児

童
相
談
所
の
管
轄
区
域
に
お
け
る
人
口
を
乗
じ
て
得
た
件
数

二

法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ト
に
規
定
す
る
里
親
に
関
す
る
業
務

県
が
設
置
す
る
児
童
相
談

所
の
数

三

法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
項
第
三
号
の

規
定
に
よ
る
広
域
的
な
対
応
が
必
要
な
業
務
、
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
担
当
区
域
内

の
児
童
に
関
す
る
状
況
の
通
知
及
び
意
見
の
申
出
そ
の
他
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
内
に
お
け
る

関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整

県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
数
を
三
十
で
除
し
て
得
た
数
（
そ
の
数
に

一
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
に
切
り
上
げ
る
。
）

第
一
条
の
二
を
第
一
条
の
二
の
二
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
心
理
に
関
す
る
指
導
を
つ
か
さ
ど
る
所
員
の
数
）

第
一
条
の
二

法
第
十
二
条
の
三
第
七
項
の
指
導
を
つ
か
さ
ど
る
所
員
の
数
は
、
次
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
児
童
福
祉
司
の
数
と
し
て
同
号
に
定
め
る
数
を
二
で
除
し
て
得
た
数
（
そ
の

数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
に
切
り
上
げ
る
。
）
以
上
の
数
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
に
お
け
る
改
正
後
の
福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
第
一
条

の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
二
で
除
し
て
得
た
数
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
で
除
し

て
得
た
数
」
と
す
る
。

３

令
和
三
年
度
に
お
け
る
改
正
後
の
福
島
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
第
一
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
三
万
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
万
」
と
し
、
同
項
第
二
号

及
び
第
三
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
児
童
家
庭
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
二
十
二
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
一
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休

業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
千
三
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
二
十
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
九
八
一
円
」
を
「
五
、
〇
八
一
円
」
に
、
「
一
三
、
三
四
二

円
」
を
「
一
三
、
三
八
四
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
五
四
三
円
」

を
「
五
、
五
八
九
円
」
に
、
「
一
三
、
三
四
二
円
」
を
「
一
三
、
三
八
四
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
五
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歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
〇
五
一
円
」
を
「
六
、
一
六
四
円
」
に
、
「
一
四
、
一
五
七
円
」

を
「
一
四
、
三
二
二
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
四
七
五
円
」
を

「
六
、
五
七
七
円
」
に
、
「
一
七
、
一
〇
四
円
」
を
「
一
七
、
一
六
三
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
五
歳

以
上
四
十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
七
八
三
円
」
を
「
六
、
八
五
四
円
」
に
、
「
一
九
、
三
二
〇
円
」
を

「
一
九
、
四
〇
七
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
七
、
〇
三
一
円
」
を

「
七
、
〇
七
〇
円
」
に
、
「
二
一
、
二
三
五
円
」
を
「
二
一
、
六
〇
一
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
五
歳

以
上
五
十
歳
未
満
の
項
中
「
七
、
〇
八
六
円
」
を
「
七
、
二
〇
八
円
」
に
、
「
二
三
、
二
六
六
円
」
を

「
二
二
、
七
六
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
九
九
五
円
」
を

「
七
、
〇
九
〇
円
」
に
、
「
二
五
、
五
〇
三
円
」
を
「
二
五
、
三
〇
八
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
五
歳

以
上
六
十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
五
四
三
円
」
を
「
六
、
五
八
三
円
」
に
、
「
二
五
、
五
一
五
円
」
を

「
二
五
、
〇
九
三
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
三
一
五
円
」
を

「
五
、
四
二
〇
円
」
に
、
「
二
〇
、
五
一
一
円
」
を
「
二
〇
、
八
七
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
五
歳

以
上
七
十
歳
未
満
の
項
中
「
一
四
、
九
八
〇
円
」
を
「
一
五
、
二
五
八
円
」
に
改
め
、
同
表
七
十
歳
以

上
の
項
中
「
一
三
、
三
四
二
円
」
を
「
一
三
、
三
八
四
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
（
本
則
の
表
四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満
の
項
中
「
二
三
、
二
六
六
円
」
を
「
二
二
、

七
六
〇
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
二
五
、
五
〇
三
円
」
を

「
二
五
、
三
〇
八
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
項
中
「
二
五
、
五
一

五
円
」
を
「
二
五
、
〇
九
三
円
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ

の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度

額
を
定
め
る
規
程
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月

一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償

の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す

べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非

常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め

る
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
補
償
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
補
償
の
内
払
と

み
な
す
。

４

こ
の
規
程
（
本
則
の
表
四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満
の
項
中
「
二
三
、
二
六
六
円
」
を
「
二
二
、

七
六
〇
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
二
五
、
五
〇
三
円
」
を

「
二
五
、
三
〇
八
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
項
中
「
二
五
、
五
一

五
円
」
を
「
二
五
、
〇
九
三
円
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ

の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度

額
を
定
め
る
規
程
の
規
定
は
、
令
和
四
年
一
月
十
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同

日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期

間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

福
島
県
告
示
第
二
十
三
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を
定
め
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
一
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を

定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を
定
め
る
規
程

（
平
成
八
年
福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
一
六
六
、
九
五
〇
円
」
を
「
一
七
一
、
六
五
〇
円
」

に
、
「
七
二
、
九
九
〇
円
」
を
「
七
三
、
〇
九
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項

中
「
八
三
、
四
八
〇
円
」
を
「
八
五
、
七
八
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を

定
め
る
規
程
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）


